
 

船舶インシデント調査報告書 

平成２９年８月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２８年９月１４日 １３時３０分ごろ 

発生場所 北海道稚内
わっかない

市野
の

寒
しゃっ

布
ぷ

岬西方沖 

 稚内灯台から真方位２９３°１０海里付近 

 （概位 北緯４５°３０.９′ 東経１４１°２５.６′） 

インシデントの概要  漁船第二弘氣
こ う き

丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能

となった。 

インシデント調査の経過 平成２９年１月２５日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第二弘氣丸、１９トン 

ＦＫ２－２３０１（漁船登録番号）、株式会社弘氣丸 

 第２１０－５０２０７号（船舶検査済票の番号） 

乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

インシデントの経過 本船は、いか釣り漁の操業の目的で稚内市稚内港を出港し、北海道

礼文町礼文島東北東方沖を航行中、逆転減速機の作動不良により、主

機が運転できなくなって運航不能となった。 

本船は、近くを航行中の僚船にえい
．．

航されて稚内港に戻った。 

 本船は、帰港後、機関整備業者が主機及び逆転減速機の点検を行っ

たところ、主機と逆転減速機をつなぐ弾性継手の緩衝ゴム部の破損、

逆転減速機のケースの破損による作動油の漏洩
えい

、及び前後進のクラッ

チ板の焼損が判明した。 

分析  本船は、礼文島東北東方沖を航行中、逆転減速機のケースが破損し

て作動油が漏洩したことから、油量が減少して前後進のクラッチ板が

焼損し、主機の運転ができなくなって運航不能となったものと考えら

れる。 

 本船は、主機と逆転減速機とをつなぐ弾性継手の緩衝ゴム部が破損

したことから、逆転減速機が負荷に耐えきれず、また、逆転減速機の

入力軸の軸心がずれ、各歯車及び逆転減速機のケースに過大な歪みが

生じ、逆転減速機のケースが破損して作動油が漏洩した可能性がある

と考えられる。 

原因 

 

 本インシデントは、本船が、礼文島東北東方沖を航行中、逆転減速

機のケースが破損して作動油が漏洩したため、油量が減少して前後進



 

 のクラッチ板が焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・逆転減速機の作動油の油量は、常時、確認すること。 

 ・主機及び逆転減速機の継手部は、入渠
きょ

工事時に点検を実施するこ

とが望ましい。 

 


